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申請に関する留意事項 

 

1. 本システムは、使用料を徴収するためのシステムであり、日程や利用時間の予約機能は

ありませんので、必ず学校と使用日時の調整を行ったうえで申請してください。 

 

2. 虚偽の申請が発覚した場合 （申請した時間以上に使用した場合、体育館や柔剣道場を半

面使用で申請したにもかかわらず全面使用していた場合、申請時間を超えて施設を使

用した場合、こども料金の適用対象外であるにも関わらず、こども料金の適用を受けて

いた等）、本来負担いただくべき使用料の追徴や使用の停止措置などを行います。 

 

3. オンライン申請は有料の場合のみ使用することができます。無料の場合はご利用でき

ません。 

 

4. オンライン申請の決済手数料は本市予算での負担となりますので、１か月単位など 

可能な限りまとめての申請をお願いします。 

 

5. 以下のような場合、それぞれ別の申請が必要です。 

・体育館および柔剣道場の使用で、半面利用と全面利用が混在する場合 

・使用する施設が混在する場合（体育館と運動場それぞれ使用する場合など） 

・こども料金を適用する利用と適用しない利用が混在する場合 

 

6. 飲食を目的とする使用、施設設備を毀損するおそれのある使用、午前８時から午後１０

時までの時間以外の使用、営利を目的とした使用、個人使用の場合で、使用者個人のみ

の活動のための使用などは許可することができません。 
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①スマートフォンで下記 QR コードを読み込む。もしくはパソコンなどで URL を入力 

 

QR コード 

【小学校】               【中学校】（碩田学園含む） 

 

 

 URL 

【小学校】 

 https://ttzk.graffer.jp/city-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/gakkosisetusiyokyokasyogakko-pay-easy/door 

【中学校】（碩田学園含む） 

 https://ttzk.graffer.jp/city-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/gakkosisetusiyokyokatyugakko-pay-easy/door 
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②-1 ログイン画面 

※はじめて使用される場合は、「Google でログイン」「LINE でログイン」 

もしくは「新規アカウント登録」を選択し、アカウント登録を行ってください。 
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※「アカウント登録せずにメールで申請」することも可能ですが、申請の一時保存や申請 

履歴の確認など一部機能は使用できません。 
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②-2 アカウントを新規登録する場合 ⇒ 「新規アカウント登録」 を選択 

 

※「Google でログイン」「LINE でログイン」も、それぞれのアカウントがあればご利用

可能です。 
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②-3「姓」「名」「メールアドレス」を入力し、「Graffer アカウントに登録」を選択 
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②-4 アカウントの仮登録完了通知 
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②-5 仮登録の完了通知メール 

（本文内の URL を選択、もしくはインターネットへ貼り付け） 

 

②-6 アカウント本登録完了 
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③-1 アカウント登録後、ログイン 

「メールアドレスでログイン」を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 11 - 

 

③-2 5 ページの②-2 で入力した「メールアドレス」「パスワード」を入力し、 

「ログイン」を選択 
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③-3 申請フォーム 

「利用規約に同意する」にチェック（ ✔ ）し、「申請に進む」を選択 
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③-4 入力フォーム 

「申請者の種別」（「法人」 もしくは 「団体」）を選択 
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③-4 ※₁「法人」の場合 
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③-4 ※₂「団体」の場合 
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③-5「郵便番号」「住所/所在地」「電話番号」「連絡担当者名」を入力 

「メールアドレス」はアカウント登録に使用したメールアドレスが自動入力されます。 
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③-6「学校名」を入力 
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③-7 使用する「施設名称」を選択 

 

①体育館および柔剣道場の使用で、半面利用と全面利用が混在する場合は、それぞれの利

用単位で申請をお願いします。 

例 1）10 月 24 日 （金）に体育館を半面、10 月 31 日 （金）に体育館を全面使用する場合 

→それぞれの利用単位で申請をお願いします。 

 

②使用する施設が混在する場合も、上記と同様それぞれの利用単位で申請をお願いします。 

例 2）10 月 24 日（金）に体育館を半面、10 月 31 日（金）に運動場を使用する場合 

③体育館利用の場合 

・空調が整備されている（使用できる）場合は、「体育館（半面 or 全面）空調あり」 

・空調が整備されていない（使用できない）場合は、「体育館（半面 or 全面）空調なし」 

を選択してください。 
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③-8 使用する「こども料金について」を選択し、「使用目的」を記載 

 

※こども料金を適用する利用と適用しない利用が混在する場合は、それぞれ別に申請が必

要となります。 
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③-9「使用日」「使用時間」を入力 

 

※申請に際しては、申請ごとに決済手数料 （本市負担）が発生するため、可能な限りまとめ

ての申請をお願いします。 

 

⇦使用時間は自動計算ではないため、注意！ 

※複数日の申請の場合は、 

「1 件目をコピーして追加する」 

もしくは 

「新規追加する」を選択し、 

使用日、使用時間範囲、使用時間を 

入力してください。 

⇦使用日の 5 日前までに申請をお願いします。 

それ以降の申請はできません。 
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③-10「誓約事項」をチェックし、「一時保存して、次へ進む」 

 

※学校との使用日時の調整を行わずに申請したため、他の団体と使用時間が重なってしま

った事例があります。申請の前には学校と使用日時をしっかり確認・調整したうえで申請

をお願いします。 
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③-11「申請内容の確認」…修正があれば「編集」で修正可能です。 
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③-12 内容を確認し、修正がなければ「この内容で申請する」を選択 
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③-13 申請完了画面 

 

 

③-14 申請受付通知メール 

（本文内の URL を選択、もしくはインターネットへ貼り付け） 
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③-15 「URL」選択後の画面 
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③-16 申請を再利用する場合、3 ページ目の QR コードを読み込んだ後、ページ右側上

部のアカウント名の箇所から「申請一覧」を選択 

 

③-17 「詳細を確認する」を選択 
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③-18 「この申請をもとに新規申請」を選択すると、③-3 の手続きに戻ります 
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➃-1 学校施設課で確認後、支払い案内メールが届きます。（ 「URL」をクリック） 
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➃-2 「URL」選択後の画面で「支払いに進む」を選択 
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➃-3 支払い方法を「クレジットカード」もしくは「ペイジー」を選択 
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➃-3 ※₁「クレジットカード」の場合、「設定する」を選択 
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➃-3 ※₁クレジットカード情報を入力 
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➃-3 ※₁「以上の内容で支払いを実行する」を選択 

 

※以上でクレジットカード払いの手続きは終了ですが、カード会社によっては別途手続が

必要な場合があります。 
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➃-3 ※₂「ペイジー」の場合、「ペイジー支払いの発行に進む」を選択 

 

 

➃-3 ※₂「電話番号」と「メールアドレス」を入力し、「内容の確認へ進む」を選択 
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➃-3 ※₂「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」が発行されます。 

（上記番号は支払い時に必要となるため、必ず保管をお願いします。） 

 

※お支払い期限が記載されていますが、使用する日までにお支払いをお願いします。 
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➃-3 ※₂ゆうちょ銀行 ATM で「料金払込（ペイジー）」を選択 

 

➃-3 ※₂「手入力」を選択 
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➃-3 ※₂「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を入力し、支払いを行う 

 

※本マニュアルの記載例の場合、以下の番号をそれぞれ入力 

 

 

 

 

 

 

 

※入力後は、ATM 画面の案内に沿って操作してください。 
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➃-3 ※₂確認画面 

 

※ペイジーについては、ATM、ネットバンキングの 2 種類でお支払いが可能です。 

★ATM の場合 

 ゆうちょ銀行 ATM 

（現金でのお支払いが可能です。ゆうちょ銀行の口座は必要ありません。） 

（ゆうちょ銀行の口座から支払いたい場合、画面操作開始前に通帳やキャッシュカードを

ATM に差し込んでください。） 

  注：コンビニの共用 ATM は使えません。 

★ネットバンキングの場合 

 大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合、大分信用金庫 等 

注：上記以外の多くの金融機関で使用できます。詳細はペイジーＨＰをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 


